
　「三重県教職員等生涯生活設計推進計画」に基づき、以下の日程で「ライフプランセミナー」を開催します。

セミナー参加者の勤務上の取扱いについて
　県費職員のうち、一般組合員である公立学校職員は「公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する
規則」に基づき特別休暇が、三重県教育委員会事務局職員については「職務に専念する義務の特例
に関する規則」に基づき職務専念義務免除がそれぞれ認められます。市町費職員については、当該
市町の規程の定めるところによります。

　若い年代向けに、今後の生活設計に活かせる経済知識を提供することを目的に、家庭経済に関する
講演会を下記のとおり実施します。

講演内容
　　　「ライフプランで充実した人生を」
　ファイナンシャルプランニング専門会社から、公務員制度に精通したファイナンシャルプランナー
をお招きします。
　老後を迎える頃には、ご自身の貯蓄や年金額に合わせた生活をすることになります。ご自身が求
める生活レベルを維持できるよう、今から備えるための知識をわかりやすく講演していただきます。
皆様のご参加お待ちしております。

対象者　45歳未満の公立学校共済組合員とその配偶者　※配偶者のみの参加はできません。
　（育児休業中などの休職中の方もご参加いただけます。）
　対象者を45歳未満としていますが、それ以外の年齢の方も参加可能です。

申込締切　令和５年11月27日（月）17時　共済組合必着
　「令和５年度『ライフプランセミナー40』参加申込書（再募集）」に必要事項を記入のうえ、郵送ま
たはFAXでお申し込みください。参加申込書は公立学校共済組合三重支部ホームページからダウン
ロードできます。なお、決定通知は締切後に所属所長宛で送付します。

開催日程
【午前の部　　受付��９：00�～�９：30　　講義　９：30�～�11：30】
【午後の部　　受付��13：00�～�13：30　　講義　13：30�～�15：30】

ライフプランセミナー開催のご案内

開　催　日 会　　　　　場 定　員
12 月 26 日（火）午前

三重県総合文化センター　男女共同参画センター　「セミナー室Ａ」
60 名

12 月 26 日（火）午後 60 名

45歳未満の方

年度末退職予定の方
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　各福利関係団体より退職前後に係る諸制度や給付の手続に関する注意事項等についての説明及び個別
相談を下記のとおり実施します。

対象者　令和５年度末に定年前早期退職予定の公立学校共済組合一般組合員
　休職者及び来年度定年前再任用短時間勤務となる方も対象です。再任用職員及び短期組合員は対象外とします。
　当セミナー参加者は、各団体の事務処理において今年度末退職者として取り扱います。
　特別な事情がない限り組合員本人のみの参加とさせていただきます。

申込締切　令和６年１月４日（木）17時　共済組合必着
　「令和５年度『ライフプラン第３期セミナー』出席者報告書」に必要事項を記入のうえ、郵送また
はFAXでお申し込みください。決定通知は締切後に所属所長宛で送付します。

開催日程
各日、対象所属所を設定していますが、対象所属所外の会場での申込も可能です。

（各会場ともセミナーの内容は同じです。）

【受付 9：00～9：30   　説明会 9：30～14：20  　個別相談 14：20～16：00】

開　催　日 会　　　　　場 対　象　所　属　所

１月 22日（月）紀北教育会館　ホール 尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡の各所属所

１月 26日（金）総合文化センター セミナー室 A 津市の県立学校、中学校、県教委事務局、津市教育委員会

１月 30日（火）伊勢庁舎 401 会議室 伊勢市の県立学校、中学校、伊勢市教育委員会

２月 １日（木）松阪庁舎 大会議室 松阪市の各所属所

２月 ２日（金）四日市庁舎　大会議室 桑名市、木曽岬町、三重郡、いなべ市、東員町の各所属所、
四日市市の中学校、四日市市教育委員会

２月 ９日（金）伊賀庁舎　大会議室 伊賀市、名張市の各所属所

２月 13日（火）四日市庁舎　大会議室 四日市市の県立学校、小学校、鈴鹿市の各所属所

２月 15日（木）松阪庁舎　大会議室 多気郡、度会郡の各所属所

２月 16日（金）伊勢庁舎 401 会議室 伊勢市の小学校、鳥羽市、志摩市の各所属所

２月 20日（火）総合文化センター 大研修室 亀山市の各所属所、津市の小学校

お問い合わせ　福祉班　村田・上野（伸）　☎059-224-2989

ライフプラン第３期セミナー
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引き続き認定された方には、リーフレット「被扶養者の認定を受けられた方へ」を配付しました。
組合員の方はもちろん、被扶養者の方も必ず目を通していただくようお願いします。

特別認定を受けている

被扶養者の資格確認を終えて
　公立学校共済組合では、特別認定を受けている
被扶養者が、継続してその要件を備えているかを
確認するため、７月から８月にかけて資格確認を
行いました。
　今年度の資格確認においても、遡って認定取消
となる事例が見受けられました。被扶養者として
の要件を満たさなくなったときは、速やかに被扶
養者の取消手続きを行ってください。

　また、資格確認に必要な添付書類を取り揃える
ことができない方が多数見受けられました。毎
年お願いしていることですが、「給与明細書」や

「最新の年金振込通知書」などの保管について組
合員の方から被扶養者の方へ徹底していただくよ
うお願いします。

タンキちゃん

タンキちゃんがご案内♪

　　被扶養者のココに注意！！ ～認定取消となった主な事例～

も
し
も
し

被扶養者はシフト制のアルバイトをしています。
扶養を継続するためにはどんなことに気を付ければよいですか？

月々の給料額に要注意！！
　月々の給料額（※１）が変動する場合または就労契約の内容等から収入見込が立たない場
合において、月々の給料額（※１）が３か月連続して108,334円（※2）を超過すると認定取消
になります。（年間収入が130万円（※2）未満であっても認定取消となります。）
　年をまたいで３か月連続で108,334円（※2）を超過している場合も認定取消となります。

組合員と、組合員の配偶者の収入を比較したところ、配偶者の方が高収入でした。
被扶養者（子）の扶養は手続きが必要ですか？

扶養義務者が複数名いる場合は要注意！！
　子に対する両親のように、扶養義務者が複数いる場合、原則として最も高収入の
方を主たる扶養者として取り扱います。
　組合員が再任用職員となった場合等、配偶者の方が高収入になったときは、組合
員が再任用となるタイミングで共済組合の扶養を取り消して配偶者の扶養に入れて
ください。
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お問い合わせ　年金 ･ 給付班　大田・渡邉　☎059-224-2994

被扶養者には元々個人年金や給与収入がありましたが、公的年金の受給開始年
齢に到達し、年金を受給し始めました。扶養を外れなければいけませんか？

年金をもらっている方は要注意！！
　被扶養者の収入が公的年金の支給開始により収入限度額（※２）を超過した場合は受給
権発生の翌月1日で認定取消になります。企業年金、個人年金、財形年金、給与も含
めて計算します。
　個人年金や財形年金について、共済組合の扶養認定においては税法上の取扱いとは
異なり、税引き前の支給額全てを受給者の収入として取り扱います。
　個人年金は公的年金ではないため、公的年金の受給権が発生していない方が個人年
金を受け取っている場合の収入限度額は年額130万円（※２）です。

被扶養者には事業所得（営業、不動産、農林水産業、株式配当等）があります。
被扶養者認定において、事業所得はどのように取り扱いますか？

確定申告をしている方は要注意！！
　事業所得（営業、不動産、農林水産業、株式配当等）がある場合、確定申告の結果で認
定要件を満たしているか否かを判断します。
　確定申告で算出された税法上の所得ではなく、収入から共済組合が経費として認めてい
る項目のみを差し引いた金額を収入として判断することになります。減価償却費や租税公
課などは経費として認めていませんのでご注意ください。
　収入限度額（※２）を超過した場合は、確定申告の受付日をもって認定取消となります。

その他、こんな場合も扶養取消になるよ☆

● 日額3,612円以上の失業給付を受給すると、その受給期間中は扶養取消になります。
● 別居の被扶養者に基準額以上の送金をしていなかった。
　 被扶養者の年金が発生したことにより送金の基準額を満たさなくなった事例がありました。
　 送金額の基準：組合員の送金 ≧（被扶養者の収入 + 組合員及び組合員以外からの送金）÷3
● 給与明細等の証明書類が提出できなかったため扶養取消となった。

※1．交通費や各種手当等、非課税所得も含む総支給額
※2． 通常の収入要件は年額130万円未満ですが、「60歳以上の者」又

は「障がいを事由とする公的年金等受給者」は年額180万円未満
となります。（例：年金と給与収入がある場合は、年金と給与の
合計が月額15万円未満）

詳しくは、資格確認を受けた方に
配付したリーフレット「被扶養者
の認定を受けられた方へ」や「福
利のしおり」を見てね☆

　取消の手続きが遅れると、被扶養者としての要件を欠くこととなった日まで溯って認定を
取り消し、この期間に、当共済組合から医療機関にお支払いした医療費や組合員の方にお支
払いした各種給付金については、全額返納していただくことになりますのでご注意ください！

！
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